
 

一 

〇
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

第
二
条 

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職

業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

〔
略
〕 

 
 

第
三
十
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
職
場
に
お
け
る
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と

し
た
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
す
る
国
、
事
業
主
及
び
労
働
者
の
責
務
）
」

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
職
場
に
お
け
る
顧
客
等
の
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
す
る
雇
用
管
理

上
の
措
置
等
） 

 

第
三
十
三
条 

事
業
主
は
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
、
取
引
の
相
手

方
、
施
設
の
利
用
者
そ
の
他
の
当
該
事
業
主
の
行
う
事
業
に
関
係
を
有
す

る
者
（
次
条
第
五
項
に
お
い
て
「
顧
客
等
」
と
い
う
。
）
の
言
動
で
あ
つ
て
、

そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
が
従
事
す
る
業
務
の
性
質
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら

し
て
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
る
範
囲
を
超
え
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び

次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
顧
客
等
言
動
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
労
働
者

の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
当
該
労
働
者
か
ら
の
相
談

に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
、
労
働
者
の
就

業
環
境
を
害
す
る
当
該
顧
客
等
言
動
へ
の
対
応
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
そ
の
抑
止
の
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
雇
用
管
理
上
必
要
な
措

第
二
条 

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職

業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

〔
略
〕 

 
 

第
三
十
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
職
場
に
お
け
る
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と

し
た
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
す
る
国
、
事
業
主
及
び
労
働
者
の
責
務
）
」

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
職
場
に
お
け
る
顧
客
等
の
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
す
る
雇
用
管
理

上
の
措
置
等
） 

 

第
三
十
三
条 

事
業
主
は
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
、
取
引
の
相
手

方
、
施
設
の
利
用
者
そ
の
他
の
当
該
事
業
主
の
行
う
事
業
に
関
係
を
有
す

る
者
（
次
条
第
五
項
に
お
い
て
「
顧
客
等
」
と
い
う
。
）
の
言
動
で
あ
つ
て
、

そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
が
従
事
す
る
業
務
の
性
質
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら

し
て
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
る
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
り
当
該
労
働
者

の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
当
該
労
働
者
か
ら
の
相
談

に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
雇
用

管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  



  

二 

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２
～
５ 

〔
略
〕 

 
 

（
職
場
に
お
け
る
顧
客
等
の
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
す
る
国
、
事
業

主
、
労
働
者
及
び
顧
客
等
の
責
務
） 

 

第
三
十
四
条 
国
は
、
労
働
者
の
就
業
環
境
を
害
す
る
顧
客
等
言
動
を
行
つ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
そ
の
他
当
該
顧
客
等
言
動
に
起
因
す
る
問
題
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
等
言
動
問
題
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
事
業
主
そ

の
他
国
民
一
般
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
、
各
事
業
分
野
の
特
性
を

踏
ま
え
つ
つ
、
広
報
活
動
、
啓
発
活
動
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２
～
５ 

〔
略
〕 

  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
中
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定

及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正

規
定
及
び
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
及
び
第
二
項
」
を
「
、

第
二
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
条
中
雇
用
の
分

  

２
～
５ 

〔
略
〕 

 
 

（
職
場
に
お
け
る
顧
客
等
の
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
す
る
国
、
事
業

主
、
労
働
者
及
び
顧
客
等
の
責
務
） 

 

第
三
十
四
条 

国
は
、
労
働
者
の
就
業
環
境
を
害
す
る
前
条
第
一
項
に
規
定

す
る
言
動
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
そ
の
他
当
該
言
動
に
起
因
す
る
問

題
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
等
言
動
問
題
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る

事
業
主
そ
の
他
国
民
一
般
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
、
各
事
業
分
野

の
特
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
広
報
活
動
、
啓
発
活
動
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず

る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２
～
５ 

〔
略
〕 

  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
一 

第
一
条
中
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定

及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正

規
定
及
び
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
及
び
第
二
項
」
を
「
、

第
二
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
条
中
雇
用
の
分



 

三 

野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
附

則
第
二
項
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
（
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
」
を
「
令
和
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
第
四
条
中
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
条
第
二
項
第
三
号
の
改
正
規
定
及

び
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
三

条
、
第
七
条
、
第
八
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

〔
略
〕 

  

（
検
討
） 

第
八
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
条
の
二 

政
府
は
、
特
定
受
託
事
業
者
（
特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
特
定
受
託
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
受
け
た
業
務
委
託
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
委
託
を
い

う
。
）
に
係
る
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
、
取
引
の
相
手
方
、
施
設
の
利

用
者
そ
の
他
の
当
該
業
務
に
関
係
を
有
す
る
者
の
言
動
で
あ
っ
て
、
当
該
特

定
受
託
事
業
者
に
係
る
特
定
受
託
業
務
従
事
者
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
附

則
第
二
項
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
（
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
」
を
「
令
和
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
第
四
条
中
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
条
第
二
項
第
三
号
の
改
正
規
定
及

び
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
三

条
、
第
七
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

〔
略
〕 

  

（
検
討
） 

第
八
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

〔
新
設
〕 

 



  

四 

特
定
受
託
業
務
従
事
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
従
事
す

る
業
務
の
性
質
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
る
範
囲

を
超
え
た
も
の
に
よ
り
当
該
特
定
受
託
業
務
従
事
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。 

 
 

 


